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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第68期
第３四半期
累計期間

第69期
第３四半期
累計期間

第68期
第３四半期
会計期間

第69期
第３四半期
会計期間

第68期

会計期間

自　平成21年
４月１日

至　平成21年
12月31日

自　平成22年
４月１日

至　平成22年
12月31日

自　平成21年
10月１日

至　平成21年
12月31日

自　平成22年
10月１日

至　平成22年
12月31日

自　平成21年
４月１日

至　平成22年
３月31日

営業収益（百万円） 1,935 1,796 648 678 2,521

経常利益又は経常損失(△)

（百万円）
△195 25 △28 81 △228

四半期（当期）純利益又は四半期

純損失(△)（百万円）
△244 16 △74 82 122

持分法を適用した場合の投資利益

又は投資損失(△)（百万円）
－ － － － －

資本金（百万円） － － 3,251 3,251 3,251

発行済株式総数（千株） － － 20,013 20,013 20,013

純資産額（百万円） － － 2,645 3,017 3,019

総資産額（百万円） － － 7,820 7,626 6,709

１株当たり純資産額（円） － － 132.26 150.85 150.97

１株当たり四半期（当期）純利益

金額又は１株当たり四半期純損失

金額(△)（円）

△12.22 0.84 △3.74 4.14 6.11

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額（円）
－ － － 2.27 3.89

１株当たり配当額（円） － － － － －

自己資本比率（％） － － 33.8 39.6 45.0

自己資本規制比率（％）　 － － 324.2 480.6 398.1

営業活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
△959 185 － － △2,751

投資活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
550 11 － － 988

財務活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
199 △0 － － 199

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高（百万円）
－ － 3,044 1,887 1,690

従業員数（人） － － 166 148 159

（注）１　当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移につい

ては記載しておりません。

２　営業収益には、消費税等は含まれておりません。

３　持分法を適用した場合の投資利益又は投資損失については、利益基準および利益剰余金基準等からみて重要

性の乏しい関連会社であるため、記載を省略しております。

４　潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、第68期第３四半期累計（会計）期間につ

いては、潜在株式は存在するものの１株当たり四半期純損失であるため記載しておりません。第69期第３四

半期累計期間については希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため、記載しておりません。
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２【事業の内容】

当第３四半期会計期間において、当社および当社の関係会社が営む事業の内容について、重要な変更はありません。

３【関係会社の状況】

当第３四半期会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

 

４【従業員の状況】

提出会社の状況

 平成22年12月31日現在

従業員数（人） 148

（注）　従業員数は就業人員数（当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む。）であります。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

当第３四半期会計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した事

業等のリスクについての重要な変更はありません。　

　

２【経営上の重要な契約等】

当第３四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定または締結等はありません。

 

３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期報告書提出日現在において当社が判断したものであります。

（１）業績の状況

当第３四半期会計期間におけるわが国経済は、急激な円高に一定の歯止めがかかったことに加え、エコポイント制度

などの経済対策の奏効により、一部の業種で業績等の回復が見られました。しかしながら、緩やかなデフレが継続するな

か、所得環境や雇用情勢には改善が見られず、全体としては景気に対する不透明感が払拭されない状況が続きました。

日本の株式市場におきましては、期初(10月１日)9,440円でスタートした日経平均株価は、円高の一服と同時に、安値

の9,123円から一本調子に上昇に転じ、期末（12月30日）10,228円で取引を終了しましたが、期中の東京証券取引所第１

部・第２部における株式売買代金は、平成17年以降で最低水準だった７－９月期と比べ10.8％の増加にとどまりまし

た。

　

①　純営業収益

当第３四半期会計期間の対面取引業務は、株式相場の回復を受け、株式売買高が増加した影響により、株式の委託手

数料が３億67百万円となり、債券等を含めた委託手数料の合計は３億68百万円となりました。

募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の取扱手数料は、投資信託の取扱い増加により１億74百万円となりま

した。

その他の受入手数料は、信託報酬の増加により46百万円となりました。

また、顧客の注文を受けて債券の売買を行った結果の債券等トレーディング損益は25百万円となりました。

　

ディーリング業務は、自己の計算により売買を行った結果の株券等トレーディング損益は43百万円の利益となりま

した。

　

金融費用は、自己融資の増加に伴い６百万円（前年同期比45.3％減）となりました。一方、金融収益は、平成21年12

月に実施した通信取引事業の譲渡の影響により20百万円（前年同期比37.7％減）となり、金融収支は差し引きで13百

万円（前年同期比33.1％減）となりました。

　

以上の結果、当第３四半期会計期間の対面取引業務の純営業収益は６億28百万円、ディーリング業務の純営業収益

は42百万円となりました。

　

②　販売費・一般管理費

当第３四半期会計期間の販売費・一般管理費は、平成21年12月に通信取引事業の譲渡を行ったため、通信費等が減

少し取引関係費が40百万円減の61百万円（前年同期比39.9％減）、保守費用等が減少し不動産関係費が32百万円減の

48百万円（前年同期比40.1％減）となり、合計で５億81百万円（前年同期比11.5％減）となりました。

　

以上の結果、当第３四半期会計期間の対面取引業務のセグメント利益は１億22百万円、ディーリング業務のセグメ

ント損失は33百万円となりました。

　

③　特別損益

当第３四半期会計期間は特別利益として、受取和解金３百万円を計上いたしました。

　

以上の結果、当第３四半期会計期間の経常利益は81百万円（前年同期は28百万円の経常損失）、四半期純利益は82

百万円（前年同期は74百万円の四半期純損失）となりました。

　

（２）資産、負債、純資産の状況

当社の資金の財源は、資本金を含む自己資金と保有不動産および有価証券等の担保差入れによる金融機関からの借入

れ、平成20年11月および平成21年３月に発行した転換社債型新株予約権付社債が主な財源となっております。その他、必
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要に応じて金融機関から流動的な資金が調達できる体制を構築しております。

 

①　資産

当第３四半期末の資産合計は、第２四半期末と比べ９億80百万円増加し、76億26百万円となりました。その主な要

因は、約定見返勘定が１億90百万円減少したものの信用取引資産９億88百万円および現金・預金１億27百万円が増

加したこと等によるものであります。

　

②　負債

当第３四半期末の負債合計は、第２四半期末と比べ８億92百万円増加し、46億８百万円となりました。その主な要

因は、賞与引当金17百万円、受入保証金17百万円が減少したものの、信用取引負債７億74百万円の増加や、顧客の取

引に関する税金の預り金が増加したことにより預り金71百万円が増加したこと等によるものであります。

　

③　純資産

当第３四半期末の純資産合計は、第２四半期末と比べ88百万円増加し、30億17百万円となりました。その要因は、

四半期純利益82百万円を計上したことと、その他有価証券評価差額金５百万円の増加によるものであります。

　

（３）キャッシュ・フローの状況

現金及び現金同等物の当第３四半期末残高は、第２四半期末残高に比べて１億27百万円増加し18億87百万円となりま

した。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

当第３四半期会計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、１億19百万円の増加（前年同期は８億17百万円

の増加）となりました。これは主として、信用取引資金２億14百万円の減少、顧客分別金の増加による預託金22百万

円の増加等により営業キャッシュ・フローが減少したものの、約定見返勘定１億90百万円の減少、税引前四半期純

利益84百万円の計上等により営業キャッシュ・フローが増加したことによるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

当第３四半期会計期間の投資活動によるキャッシュ・フローは、７百万円の増加（前年同期は５億61百万円の増

加）となりました。これは主として、従業員に対する長期貸付金の回収による収入９百万円等があったことによる

ものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

当第３四半期会計期間の財務活動によるキャッシュ・フローは、ありません。

　

（４）事業上及び財務上の対処すべき課題

当第３四半期会計期間において、当社の事業上および財務上の対処すべき課題に重要な変更および新たに生じた課題

はありません。

　

（５）研究開発費

該当事項はありません。
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第３【設備の状況】
(1）主要な設備の状況

当第３四半期会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

(2）設備の新設、除却等の計画

当第３四半期会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の計画はありませ

ん。
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 80,000,000

計 80,000,000

②【発行済株式】

種類
第３四半期会計期間末
現在発行数（株）
（平成22年12月31日）

提出日現在発行数（株）
（平成23年２月10日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 20,013,042 20,013,042

大阪証券取引所

ＪＡＳＤＡＱ

（スタンダード）　

単元株式数

1,000株

計 20,013,042 20,013,042 ― ―

 

（２）【新株予約権等の状況】

会社法に基づき発行した新株予約権付社債は、次のとおりであります。

①　平成20年10月31日取締役会決議　

 
第３四半期会計期間末現在

（平成22年12月31日）

新株予約権付社債の残高（百万円）                                  500

新株予約権の数（個）                                   10

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個）                                －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株）             10,000,000

新株予約権の行使時の払込金額（円）                     50

新株予約権の行使期間
 自　平成20年11月20日

 至　平成25年11月19日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）

      発行価格　　　50

      資本組入額　　25

新株予約権の行使の条件 　各新株予約権の一部行使はできないものとする。

新株予約権の譲渡に関する事項

  本新株予約権付社債は、会社法第254条第２項本文およ

び第３項本文の定めにより、本社債または本新株予約権

の一方のみを譲渡することはできない。

代用払込みに関する事項

　本新株予約権の行使に際しては、当該新株予約権にかか

る本社債の全部を出資するものとし、その価額は当該本

社債の払込金額と同額とする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 　該当事項はありません。 
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　　②平成21年３月16日取締役会決議

　
第３四半期会計期間末現在
（平成22年12月31日）

新株予約権付社債の残高（百万円） 　　　　　　　 　500

新株予約権の数（個） 　　　　　　　　　10

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） 　　　　　　　　　－

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株）           10,416,666

新株予約権の行使時の払込金額（円）                   48

新株予約権の行使期間
自　平成21年３月30日

至　平成26年３月29日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）

     発行価格　　　48

     資本組入額　　24

新株予約権の行使の条件 　各新株予約権の一部行使はできないものとする。

新株予約権の譲渡に関する事項

　本新株予約権付社債は、会社法第254条第２項本文およ

び第３項本文の定めにより、本社債または本新株予約権

の一方のみを譲渡することはできない。

代用払込みに関する事項

　本新株予約権の行使に際しては、当該新株予約権にかか

る本社債の全部を出資するものとし、その価額は当該本

社債の払込金額と同額とする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 　該当事項はありません。

　

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

  該当事項はありません。　

　

（４）【ライツプランの内容】

  該当事項はありません。

  

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数
（千株）

発行済株式
総数残高
（千株）

資本金増減額
（百万円）

資本金残高
（百万円）

資本準備金
増減額
（百万円）

資本準備金
残高

（百万円）

平成22年10月１日～

平成22年12月31日
－ 20,013 － 3,251 － 1,204

 

（６）【大株主の状況】

大量保有報告書等の写しの送付等がなく、当第３四半期会計期間において、大株主の異動は把握しておりません。
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（７）【議決権の状況】

当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載

することができないことから、直前の基準日（平成22年９月30日）に基づく株主名簿による記載をしております。

①【発行済株式】

　 平成22年９月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式（自己株式等） ― ― ―

議決権制限株式（その他） ― ― ―

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式 11,000 ― ―

完全議決権株式（その他） 普通株式 19,980,000 19,980 ―

単元未満株式 普通株式 22,042 ― ―

発行済株式総数  20,013,042 ― ―

総株主の議決権 ― 19,980 ―

（注）「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式888株が含まれております。 

　

②【自己株式等】

 平成22年９月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

丸八証券株式会社
名古屋市中区新栄町

二丁目４番地
11,000 ―　 11,000 0.05

計 ― 11,000 － 11,000 0.05

（注）　平成22年12月31日現在における当社の保有自己株式数は、11,888株であります。
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２【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

月別
平成22年
４月

５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月

最高（円） 70 65 63 61 61 60 57 60 62

最低（円） 50 50 57 52 54 50 49 53 56

（注）　最高・最低株価は、平成22年10月12日より大阪証券取引所ＪＡＳＤＡＱ（スタンダード）におけるものであり、

それ以前は大阪証券取引所ＪＡＳＤＡＱにおけるものであります。

　

３【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありません。

　

４【業務の状況】

(1）概況

①　受入手数料の内訳

期別 区分
株券

（百万円）
債券

（百万円）
受益証券
（百万円）

その他
（百万円）

計
（百万円）

前第３四半期

会計期間

(平成21年10月

～平成21年12月)

委託手数料 269 0 0 － 269

募集・売出し・特定投資家

向け売付け勧誘等の取扱手

数料

－ 0 158 － 158

その他の受入手数料 3 0 28 0 32

計 272 1 186 0 460

当第３四半期

会計期間

(平成22年10月

～平成22年12月)

委託手数料 367 0 0 － 368

募集・売出し・特定投資家

向け売付け勧誘等の取扱手

数料

－ 0 174 － 174

その他の受入手数料 1 0 44 0 46

計 368 0 219 0 588

②　売買等損益

＜トレーディング損益の内訳＞

期別 区分
実現損益
（百万円）

評価損益
（百万円）

計
（百万円）

前第３四半期会計期間

(平成21年10月

～平成21年12月)

株券等トレーディング損益 0 0 0

債券等トレーディング損益 153 － 153

計 154 0 154

当第３四半期会計期間

(平成22年10月

～平成22年12月)

株券等トレーディング損益 42 0 43

債券等トレーディング損益 25 － 25

計 68 0 68
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③　自己資本規制比率

 
前第３四半期会計期間末
（平成21年12月31日）

当第３四半期会計期間末
（平成22年12月31日）

基本的項目 資本合計 (百万円)(A) 2,642 3,017

補完的項目

評価差額金 (百万円) 3 －

金融商品取引責任準備金 (百万円) 24 20

貸倒引当金 (百万円) 10 8

短期劣後債務 (百万円) 1,000 1,000

有価証券評価損益のうち

補完的項目に算入する額
(百万円) － －

 計 (百万円)(B) 1,038 1,029

控除資産  (百万円)(C) 946 810

控除後自己資本 (A)＋(B)－(C)＝(百万円)(D) 2,733 3,235

リスク相当額

市場リスク相当額 (百万円) 12 10

取引先リスク相当額 (百万円) 67 90

基礎的リスク相当額 (百万円) 763 572

 計 (百万円)(E) 843 673

自己資本規制比率 (D)／(E)×100（％）  324.2 480.6

（注）１　上記は金融商品取引法に基づき、決算数値をもとに算出したものであります。

　なお、当第３四半期会計期間の市場リスク相当額の月末平均額は14百万円、月末最大額は19百万円、取引先　　

　リスク相当額の月末平均額は81百万円、月末最大額は90百万円であります。

２　評価差額金は補完的項目に該当するため、資本合計に含まれておりません。

　　

(2）有価証券の売買等業務の状況（先物取引を除く）

①　株券

期別 受託（百万円） 自己（百万円） 合計（百万円）

前第３四半期会計期間

（平成21年10月～平成21年12月）
56,024 107,789 163,813

当第３四半期会計期間

（平成22年10月～平成22年12月）
49,556 113,747 163,304

②　債券

 期別 受託（百万円） 自己（百万円） 合計（百万円）

前第３四半期会計期間

（平成21年10月～平成21年12月）
569 8,326 8,896

当第３四半期会計期間

（平成22年10月～平成22年12月）
2 2,121 2,124

③　受益証券

 期別 受託（百万円） 自己（百万円） 合計（百万円）

前第３四半期会計期間

（平成21年10月～平成21年12月）
355 3,847 4,203

当第３四半期会計期間

（平成22年10月～平成22年12月）
269 3,843 4,113
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④　その他

該当事項はありません。

 

(3）証券先物取引等の状況

①　株式に係る取引　

期別 
先物取引 オプション取引

合計（百万円）
受託（百万円） 自己（百万円） 受託（百万円） 自己（百万円）

前第３四半期

会計期間

(平成21年10月

～平成21年12月)

－ 12,886 － － 12,886

当第３四半期

会計期間

(平成22年10月

～平成22年12月)

－ 18,609 － － 18,609

　

②　債券に係る取引

該当事項はありません。

(4）有価証券の引受け、売出し業務および募集、売出し又は私募の取扱い業務の状況

①　株券

該当事項はありません。

②　債券

 期別 種類
引受高
（百万円）

売出高
（百万円）

募集の取扱高
（百万円）

売出しの取扱
高（百万円）

私募の取扱高
（百万円）

前第３四半期

会計期間

(平成21年10月

～平成21年12月)

国債 － － 23 － －

地方債 － － 84 － －

特殊債 － － － － －

社債 － － － － －

外国債券 － － － － －

合計 － － 107 － －

当第３四半期

会計期間

(平成22年10月

～平成22年12月)

国債 － － 15 － －

地方債 － － － － －

特殊債 － － － － －

社債 － － － － －

外国債券 － － － － －

合計 － － 15 － －
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③　受益証券

 期別 種類
引受高
（百万円）

売出高
（百万円）

募集の取扱高
（百万円）

売出しの取扱
高（百万円）

私募の取扱高
（百万円）

前第３四半期

会計期間

(平成21年10月

～平成21年12月)

株式投信 － － 3,630 － －

公社債投信 － － 15,713 － －

外国投信 － － 2,909 － －

合計 － － 22,252 － －

当第３四半期

会計期間

(平成22年10月

～平成22年12月)

株式投信 － － 7,226 － －

公社債投信 － － 10,028 － －

外国投信 － － 245 － －

合計 － － 17,500 － －
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第５【経理の状況】

１．四半期財務諸表の作成方法について

当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第63

号。以下「四半期財務諸表等規則」という。）ならびに同規則第54条および第73条の規定に基づき、「金融商品取引業

等に関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）および「有価証券関連業経理の統一に関する規則」（昭和49年

11月14日付日本証券業協会自主規制規則）に準拠して作成しております。

なお、前第３四半期会計期間（平成21年10月１日から平成21年12月31日まで）および前第３四半期累計期間（平成

21年４月１日から平成21年12月31日まで）は、改正前の四半期財務諸表等規則に基づき、当第３四半期会計期間（平

成22年10月１日から平成22年12月31日まで）および当第３四半期累計期間（平成22年４月１日から平成22年12月31

日まで）は、改正後の四半期財務諸表等規則に基づいて作成しております。　 

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前第３四半期会計期間（平成21年10月１日から平成21

年12月31日まで）および前第３四半期累計期間（平成21年４月１日から平成21年12月31日まで）に係る四半期財務

諸表ならびに当第３四半期会計期間（平成22年10月１日から平成22年12月31日まで）および当第３四半期累計期間

（平成22年４月１日から平成22年12月31日まで）に係る四半期財務諸表について、新日本有限責任監査法人による四

半期レビューを受けております。

３．四半期連結財務諸表について

「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第64号）第５条第２項によ

り、当社では、子会社の資産、売上高、損益、利益剰余金およびキャッシュ・フローその他の項目から見て、当企業集団

の財政状態、経営成績およびキャッシュ・フローの状況に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性が乏しいもの

として、四半期連結財務諸表は作成しておりません。 
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１【四半期財務諸表】
（１）【四半期貸借対照表】

（単位：千円）

当第３四半期会計期間末
(平成22年12月31日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金・預金 ※2
 1,887,371

※2
 1,690,694

預託金 661,831 689,770

顧客分別金信託 571,041 598,979

その他の預託金 90,790 90,790

トレーディング商品 57,341 13,331

商品有価証券等 57,341 13,331

約定見返勘定 60,658 148,851

信用取引資産 3,748,402 2,851,103

信用取引貸付金 3,701,094 2,645,203

信用取引借証券担保金 47,308 205,899

立替金 630 －

その他の立替金 630 －

短期差入保証金 220,000 224,660

短期貸付金 － 441

前払金 449 －

前払費用 31,065 21,469

未収入金 1,003 15,122

未収収益 105,298 89,969

貸倒引当金 △8,325 △3,390

流動資産計 6,765,726 5,742,024

固定資産

有形固定資産 ※1
 394,843

※1
 428,766

建物 ※2
 132,911

※2
 142,135

器具備品 65,065 89,763

土地 ※2
 196,866

※2
 196,866

無形固定資産 3,008 3,049

借地権 2,273 2,273

電話加入権 666 666

ソフトウエア 68 110

投資その他の資産 462,439 535,396

投資有価証券 ※2
 122,882

※2
 149,861

関係会社株式 2,000 2,000

その他の関係会社有価証券 78,096 82,416

出資金 2,020 2,020

従業員に対する長期貸付金 32,384 43,171

長期差入保証金 185,776 201,936

長期前払費用 1,109 440

長期立替金 92,654 95,915

その他 38,540 53,100

貸倒引当金 △93,024 △95,464

固定資産計 860,291 967,212

資産合計 7,626,017 6,709,236
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（単位：千円）

当第３四半期会計期間末
(平成22年12月31日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成22年３月31日)

負債の部

流動負債

トレーディング商品 44,281 －

商品有価証券等 44,281 －

信用取引負債 2,064,393 1,026,367

信用取引借入金 1,993,251 928,009

信用取引貸証券受入金 71,142 98,358

預り金 567,686 505,316

顧客からの預り金 338,337 382,606

その他の預り金 229,348 122,709

受入保証金 131,503 166,532

短期借入金 400,000 400,000

未払金 24,959 9,392

未払費用 126,124 96,732

リース資産減損勘定 2,247 171,199

未払法人税等 8,113 17,873

賞与引当金 26,500 46,000

流動負債計 3,395,810 2,439,415

固定負債

転換社債型新株予約権付社債 ※5
 1,000,000

※5
 1,000,000

繰延税金負債 451 7,654

退職給付引当金 184,014 178,202

資産除去債務 5,446 －

長期リース資産減損勘定 1,371 38,106

その他の固定負債 1,000 1,100

固定負債計 1,192,284 1,225,062

特別法上の準備金

金融商品取引責任準備金 ※6
 20,676

※6
 24,943

特別法上の準備金計 20,676 24,943

負債合計 4,608,771 3,689,421

純資産の部

株主資本

資本金 3,251,856 3,251,856

資本剰余金 1,204,043 1,204,043

利益剰余金 △1,427,064 △1,443,878

自己株式 △3,486 △3,427

株主資本合計 3,025,348 3,008,593

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △8,102 11,221

評価・換算差額等合計 △8,102 11,221

純資産合計 3,017,246 3,019,815

負債・純資産合計 7,626,017 6,709,236
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（２）【四半期損益計算書】
【第３四半期累計期間】

（単位：千円）

前第３四半期累計期間
(自　平成21年４月１日
　至　平成21年12月31日)

当第３四半期累計期間
(自　平成22年４月１日
　至　平成22年12月31日)

営業収益

受入手数料 1,342,621 1,409,239

委託手数料 929,946 827,885

募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等
の取扱手数料

327,514 456,014

その他の受入手数料 85,160 125,339

トレーディング損益 489,004 316,624

金融収益 104,153 70,218

営業収益計 1,935,779 1,796,082

金融費用 40,986 17,390

純営業収益 1,894,792 1,778,692

販売費・一般管理費 2,069,159 1,725,510

取引関係費 326,237 188,507

人件費 950,252 915,219

不動産関係費 254,004 147,886

事務費 451,471 385,342

減価償却費 29,292 38,901

租税公課 16,340 18,417

貸倒引当金繰入れ 5,786 2,495

その他 35,774 28,740

営業利益又は営業損失（△） △174,367 53,182

営業外収益

受取配当金 12,909 4,242

その他 2,227 2,598

営業外収益計 15,137 6,840

営業外費用

社債利息 26,369 26,369

投資事業組合運用損 1,664 4,320

委託手数料返戻金 4,142 －

貸倒引当金繰入額 3,000 －

その他 1,187 4,113

営業外費用計 36,364 34,803

経常利益又は経常損失（△） △195,593 25,219

特別利益

事業分離における移転利益 ※3
 45,000 －

ゴルフ会員権売却益 － 4,333

金融商品取引責任準備金戻入 ※1
 35,849 4,266

賞与引当金戻入額 ※2
 21,763 －

受取和解金 4,883 3,000

特別利益計 107,496 11,600
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（単位：千円）

前第３四半期累計期間
(自　平成21年４月１日
　至　平成21年12月31日)

当第３四半期累計期間
(自　平成22年４月１日
　至　平成22年12月31日)

特別損失

事業分離関連費用 ※4
 66,228 －

和解金 ※5
 37,557 －

本社移転費用 ※6
 17,271 －

店舗統廃合費用 ※7
 14,840 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 13,992

減損損失 ※8
 12,188 －

ゴルフ会員権評価損 2,000 －

固定資産除却損 294 －

ゴルフ会員権売却損 238 －

特別損失計 150,618 13,992

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） △238,715 22,826

法人税、住民税及び事業税 5,723 5,559

法人税等調整額 － 451

法人税等合計 5,723 6,011

四半期純利益又は四半期純損失（△） △244,439 16,814
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【第３四半期会計期間】
（単位：千円）

前第３四半期会計期間
(自　平成21年10月１日
　至　平成21年12月31日)

当第３四半期会計期間
(自　平成22年10月１日
　至　平成22年12月31日)

営業収益

受入手数料 460,975 588,645

委託手数料 269,774 368,233

募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等
の取扱手数料

158,433 174,103

その他の受入手数料 32,766 46,308

トレーディング損益 154,382 68,886

金融収益 33,247 20,714

営業収益計 648,605 678,245

金融費用 12,498 6,837

純営業収益 636,106 671,408

販売費・一般管理費 657,341 581,860

取引関係費 102,736 61,772

人件費 299,154 302,507

不動産関係費 81,774 48,985

事務費 148,362 134,111

減価償却費 9,805 13,103

租税公課 5,759 8,190

貸倒引当金繰入れ － 4,519

その他 9,748 8,669

営業利益又は営業損失（△） △21,234 89,548

営業外収益

受取配当金 538 841

その他 659 209

営業外収益計 1,197 1,050

営業外費用

社債利息 8,821 8,821

その他 87 141

営業外費用計 8,908 8,963

経常利益又は経常損失（△） △28,946 81,636

特別利益

事業分離における移転利益 ※1
 45,000 －

貸倒引当金戻入額 6,233 －

受取和解金 4,883 3,000

特別利益計 56,116 3,000

特別損失

事業分離関連費用 ※2
 61,890 －

本社移転費用 ※3
 17,271 －

店舗統廃合費用 ※4
 10,396 －

減損損失 ※5
 9,700 －

金融商品取引責任準備金繰入れ 550 －

固定資産除却損 294 －

特別損失計 100,103 －

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） △72,932 84,636

法人税、住民税及び事業税 1,827 1,820

法人税等調整額 － △13

法人税等合計 1,827 1,807

四半期純利益又は四半期純損失（△） △74,760 82,828
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（３）【四半期キャッシュ・フロー計算書】
（単位：千円）

前第３四半期累計期間
(自　平成21年４月１日
　至　平成21年12月31日)

当第３四半期累計期間
(自　平成22年４月１日
　至　平成22年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失
（△）

△238,715 22,826

減価償却費 29,292 38,901

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 13,992

減損損失 12,188 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） 8,786 2,495

金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） △35,849 △4,266

退職給付引当金の増減額（△は減少） △20,642 5,812

受取利息及び受取配当金 △15,135 △4,972

支払利息 29,782 29,161

事業分離における移転利益 △45,000 －

事業分離関連費用 66,228 －

受取和解金 △4,883 △3,000

和解金 37,557 －

賞与引当金戻入額 △21,763 －

固定資産除却損 294 －

ゴルフ会員権売却損益（△は益） 238 △4,333

ゴルフ会員権評価損 2,000 －

本社移転費用 17,271 －

店舗統廃合費用 14,840 －

貸付金の増減額（△は増加） 1,542 441

預託金の増減額（△は増加） 422,183 27,938

立替金の増減額（△は増加） △15,581 2,630

短期差入保証金の増減額（△は増加） △4,000 4,660

預り金及び受入保証金の増減額（△は減少） △449,614 27,340

トレーディング商品の増減額 14,899 271

約定見返勘定の増減額（△は増加） △85,662 88,193

信用取引資産及び信用取引負債の増減額 △500,609 140,726

有価証券担保貸付金の増減額（△は増加） △103,669 －

その他の資産の増減額（△は増加） 159,244 16,119

その他の負債の増減額（△は減少） △148,925 △39,355

小計 △873,703 365,583

利息及び配当金の受取額 15,135 4,722

和解金の受取額 1,453 100

和解金の支払額 △39,000 －

利息の支払額 △30,171 △29,293

事業分離関連費用の支払額 △10,989 －

本社移転費用の支払額 △117 －

リース解約等に伴う支払額 △14,762 △148,466

法人税等の支払額 △7,322 △7,616

営業活動によるキャッシュ・フロー △959,478 185,029

EDINET提出書類

丸八証券株式会社(E03792)

四半期報告書

20/34



（単位：千円）

前第３四半期累計期間
(自　平成21年４月１日
　至　平成21年12月31日)

当第３四半期累計期間
(自　平成22年４月１日
　至　平成22年12月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

事業分離による収入 533,642 －

関係会社株式の取得による支出 △2,000 －

有形固定資産の取得による支出 △3,705 △3,584

無形固定資産の取得による支出 △165 －

従業員に対する長期貸付けによる支出 △3,140 △1,870

従業員に対する長期貸付金の回収による収入 17,420 12,657

ゴルフ会員権の売却による収入 1,850 4,333

差入保証金の差入による支出 △31,673 △440

差入保証金の回収による収入 38,067 610

投資活動によるキャッシュ・フロー 550,295 11,706

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） 200,000 －

自己株式の取得による支出 △8 △59

財務活動によるキャッシュ・フロー 199,991 △59

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △209,191 196,676

現金及び現金同等物の期首残高 3,253,694 1,690,694

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1
 3,044,503

※1
 1,887,371
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【四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

　
当第３四半期累計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年12月31日）

会計処理基準に関する事項

の変更

（資産除去債務に関する会計基準の適用）

　第１四半期会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号　

平成20年３月31日）および「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基

準適用指針第21号　平成20年３月31日）を適用しております。

　これにより、当第３四半期累計期間の営業利益および経常利益は1,315千円、税引前四半

期純利益は、15,308千円減少しております。また、当会計基準等の適用開始による資産除

去債務の変動額は5,358千円であります。

　

　

【簡便な会計処理】

 
当第３四半期累計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年12月31日）

固定資産の減価償却費の

算定方法

減価償却の方法として定率法を採用している固定資産の減価償却費については、事業

年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定しております。

 

【四半期財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

当第３四半期累計期間（自　平成22年４月１日　至　平成22年12月31日）

該当事項はありません。
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【注記事項】

（四半期貸借対照表関係）

当第３四半期会計期間末
（平成22年12月31日）

前事業年度末
（平成22年３月31日）

※１　有形固定資産より控除した減価償却累計額

建物 515,061千円

器具備品 203,573   

計 718,634

※１　有形固定資産より控除した減価償却累計額

建物 500,222千円

器具備品 184,609

計 684,831

※２　担保に供している資産 ※２　担保に供している資産

通知預金 200,000千円

投資有価証券 29,248

建物     62,479    

土地   183,402    

計 475,129

定期預金 200,000千円

投資有価証券　 34,096

建物 67,635

土地   183,402

計 485,133

（注）　上記のほかに、信用取引借入金の担保として保

管有価証券1,096,528千円、為替予約取引の担

保として定期預金30,000千円を差し入れてお

ります。

（注）　上記のほかに、信用取引借入金の担保として保

管有価証券1,681,292千円、為替予約取引の担

保として定期預金30,000千円、リース債務の担

保として投資有価証券79,592千円を差し入れ

ております。

担保資産の対象となる債務

短期借入金 310,000千円

担保資産の対象となる債務

短期借入金 310,000千円

３　差し入れた有価証券の時価額

信用取引貸証券 78,402千円

信用取引借入金の本担保証券 1,988,579

計 2,066,981

３　差し入れた有価証券の時価額

信用取引貸証券 111,266千円

信用取引借入金の本担保証券 917,888

計 1,029,155

４　担保として差し入れを受けた有価証券および借り入

れた有価証券の時価額

信用取引貸付金の本担保証券　 3,664,546千円　

信用取引借証券 47,164

受入保証金代用有価証券 3,708,190

計　 7,419,900

４　担保として差し入れを受けた有価証券および借り入

れた有価証券の時価額

信用取引貸付金の本担保証券　 2,638,256千円　

信用取引借証券　 205,850

受入保証金代用有価証券　 3,530,033

計　 6,374,140

※５　転換社債型新株予約権付社債1,000,000千円は「金

融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年内閣

府令第52号）第176条に定める劣後特約付社債であり

ます。

※５　転換社債型新株予約権付社債1,000,000千円は「金

融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年内閣

府令第52号）第176条に定める劣後特約付社債であり

ます。

※６　特別法上の準備金の計上を規定した法令の条項は次

のとおりであります。

金融商品取引責任準備金　金融商品取引法第46条の５

※６　特別法上の準備金の計上を規定した法令の条項は次

のとおりであります。

 金融商品取引責任準備金　金融商品取引法第46条の５
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（四半期損益計算書関係）

前第３四半期累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年12月31日）

当第３四半期累計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年12月31日）

※１ 金融商品取引責任準備金戻入35,849千円は、主として

顧客との係争に関する和解金の支払に伴い、取崩しを

行ったため計上したものであります。

―――――――

※２ 賞与引当金戻入額21,763千円は、前事業年度末引当額

の支払をしなかったため計上したものであります。 

―――――――

※３ 事業分離における移転利益45,000千円は、オリックス

証券への事業譲渡に伴い計上したものであります。

―――――――

※４ 事業分離関連費用66,228千円は、当社通信取引事業の

分割に伴い計上したものであります。

―――――――

※５ 和解金37,557千円は、顧客との係争に関する和解に伴

い計上したものであります。

―――――――

※６ 本社移転費用17,271千円は、本社の移転に伴い計上し

たものであります。

―――――――

※７ 店舗統廃合費用14,840千円は、ディーリング室のフロ

ア縮小と東京事務所退去に伴い計上したものでありま

す。

―――――――

※８ 減損損失12,188千円は、東京事務所退去および本社移

転等に伴い計上したものであります。

―――――――

前第３四半期会計期間
（自　平成21年10月１日
至　平成21年12月31日）

当第３四半期会計期間
（自　平成22年10月１日
至　平成22年12月31日）

※１ 事業分離における移転利益45,000千円は、オリックス

証券への事業譲渡に伴い計上したものであります。

―――――――

※２ 事業分離関連費用61,890千円は、当社通信取引事業の

分割に伴い計上したものであります。

―――――――

※３ 本社移転費用17,271千円は、本社の移転に伴い計上し

たものであります。

―――――――

※４ 店舗統廃合費用10,396千円は、東京事務所退去に伴い

計上したものであります。

―――――――

※５ 減損損失9,700千円は、本社移転等に伴い計上したも

のであります。

―――――――
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（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

前第３四半期累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年12月31日）

当第３四半期累計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年12月31日）

※１ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対

照表に掲記されている科目の金額との関係

現金・預金勘定 3,044,503千円

現金及び現金同等物 3,044,503千円

 

※１ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対

照表に掲記されている科目の金額との関係

現金・預金勘定 1,887,371千円

現金及び現金同等物 1,887,371千円

 

 

　

（株主資本等関係）

当第３四半期会計期間末（平成22年12月31日）および当第３四半期累計期間（自　平成22年４月１日　至　平成22

年12月31日）

１．発行済株式の種類および総数

普通株式　　　　　　　　　　　　20,013千株

２．自己株式の種類および株式数

普通株式　　　　　　　　　　　　　　11千株　

３．新株予約権等に関する事項

区分 新株予約権の内訳
新株予約権の目的

となる株式の種類

新株予約権の目的と

なる株式の数（株）

当第３四半期

会計期間末残高

（千円）当第３四半期会計期間末

提出会社

第１回転換社債型新株予約権付

社債にかかる新株予約権
普通株式  10,000,000  －

第２回転換社債型新株予約権付

社債にかかる新株予約権
普通株式  10,416,666  －

 合計 －  20,416,666  －

４．配当に関する事項

該当事項はありません。
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（金融商品関係）

会社の事業の運営において重要なものであり、かつ、前事業年度の末日に比べて著しい変動が認められるものは、次

のとおりであります。

　
四半期貸借対照表計上額

（千円）

時価

（千円）

差額

（千円）

（1）現金・預金 1,887,371 1,887,371 ―

（2）信用取引資産 3,748,402 3,748,402 ―

①信用取引貸付金 3,701,094 3,701,094 ―

②信用取引借証券担保金 47,308 47,308 ―

資産計 5,635,774 5,635,774 ―

（1）信用取引負債 2,064,393 2,064,393 ―

①信用取引借入金 1,993,251 1,993,251 ―

②信用取引貸証券受入金 71,142 71,142 ―

（2）預り金 567,686 567,686 ―

負債計 2,632,079 2,632,079 ―

　

（注）金融商品の時価の算定方法

資産

（1）現金・預金

短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

（2）信用取引資産

短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

　

負債

（1）信用取引負債

短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

（2）預り金

短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
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（有価証券関係）

有価証券の四半期貸借対照表計上額その他の金額は、前事業年度の末日と比較して著しい変動がありません。

 

（デリバティブ取引関係）

該当事項はありません。

 

（持分法損益等）

前第３四半期累計期間（自　平成21年４月１日　至　平成21年12月31日）および前第３四半期会計期間（自　平

成21年10月１日　至　平成21年12月31日）

利益基準および利益剰余金基準等からみて重要性の乏しい関連会社であるため、記載を省略しております。

 

当第３四半期累計期間（自　平成22年４月１日　至　平成22年12月31日）および当第３四半期会計期間（自　平

成22年10月１日　至　平成22年12月31日）

利益基準および利益剰余金基準等からみて重要性の乏しい関連会社であるため、記載を省略しております。

 

（ストック・オプション等関係）

当第３四半期会計期間（自　平成22年10月１日　至　平成22年12月31日）

該当事項はありません。
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

１．報告セグメントの概要　

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が経

営資源の配分の決定および業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものでありま

す。

当社は、事業本部ごとに、主に個人投資家向けの対面営業および自己資金によるディーリングを中心に

事業活動を展開しております。

従って、当社は、事業本部を基礎とした、個人投資家等との取引、ディーリング取引に区別したセグメン

トから構成されており、「対面取引業務」、「ディーリング業務」の２つを報告セグメントとしておりま

す。

「対面取引業務」は、主に、顧客の委託を受けて有価証券の売買を執行することを中心とした業務を

行っております。

「ディーリング業務」は、当社が利益を得ることを目的として、自己の計算により有価証券の売買等を

行っております。

　

２．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報　

当第３四半期累計期間（自平成22年４月１日　至平成22年12月31日）

（単位：千円）

 対面取引業務
ディーリング

業務
合計 調整額

四半期損益

計算書計上額

純営業収益 1,663,582115,1091,778,692－ 1,778,692

セグメント利益又は

損失（△）
167,710△114,528 53,182 － 53,182

（注）セグメント利益又は損失は、四半期損益計算書の営業利益と調整を行っております。

　

当第３四半期会計期間（自平成22年10月１日　至平成22年12月31日）

（単位：千円）

 対面取引業務
ディーリング

業務
合計 調整額

四半期損益

計算書計上額

純営業収益 628,696 42,712 671,408 － 671,408

セグメント利益又は

損失（△）
122,791△33,243 89,548 － 89,548

（注）セグメント利益又は損失は、四半期損益計算書の営業利益と調整を行っております。

　

（追加情報）

第１四半期会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号　平成21

年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20

号　平成20年３月21日）を適用しております。
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（１株当たり情報）

１．１株当たり純資産額

当第３四半期会計期間末
（平成22年12月31日）

前事業年度末
（平成22年３月31日）

１株当たり純資産額 150.85円 １株当たり純資産額 150.97円

２．１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額

前第３四半期累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年12月31日）

当第３四半期累計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年12月31日）

１株当たり四半期純損失金額 12.22円 １株当たり四半期純利益金額 0.84円

なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につ

いては、潜在株式は存在するものの１株当たり四半期純損

失であるため記載しておりません。　

なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につ

いては、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないた

め記載しておりません。

（注）　１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。  

 
前第３四半期累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年12月31日）

当第３四半期累計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年12月31日）

四半期純利益又は四半期純損失（△）（千円） △244,439 16,814

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る四半期純利益又は

四半期純損失（△）（千円）
△244,439 16,814

期中平均株式数（千株） 20,002 20,001

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株

式で、前事業年度末から重要な変動があったものの

概要

――――― ―――――

 　

EDINET提出書類

丸八証券株式会社(E03792)

四半期報告書

29/34



前第３四半期会計期間
（自　平成21年10月１日
至　平成21年12月31日）

当第３四半期会計期間
（自　平成22年10月１日
至　平成22年12月31日）

１株当たり四半期純損失金額 3.74円 １株当たり四半期純利益金額 4.14円

なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につ

いては、潜在株式は存在するものの１株当たり四半期純損

失であるため記載しておりません。　

潜在株式調整後１株当たり四半期

純利益金額
2.27円

（注）　１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金

額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前第３四半期会計期間
(自　平成21年10月１日
至　平成21年12月31日)

当第３四半期会計期間
(自　平成22年10月１日
至　平成22年12月31日)

１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期

純損失金額
  

四半期純利益又は四半期純損失（△）（千円） △74,760 82,828

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る四半期純利益又は

四半期純損失（△）（千円）
△74,760 82,828

期中平均株式数（千株） 20,002 20,001

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額   

四半期純利益調整額（千円） － 8,821

（うち社債利息） － 8,821

普通株式増加数（千株） － 20,416

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株

式で、前事業年度末から重要な変動があったものの

概要

――――― ―――――
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（重要な後発事象）

　　　　該当事項はありません。 

 

（リース取引関係）

当第３四半期会計期間
（自　平成22年10月１日
至　平成22年12月31日）

リース取引開始日が平成20年３月31日以前の所有権移転外ファイナンス・リース取引について引き続き通常の賃貸借

取引に係る方法に準じて会計処理を行っており、かつ、当該取引残高が、リース取引の中途解約により前事業年度の末日

に比べて著しい変動が認められます。

　

中途解約により減少したリース取引に係る前事業年度末における未経過リース料残高相当額

１年内 165,273千円

１年超 35,378千円

合計 200,652千円

　

２【その他】

該当事項はありません。 
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成22年２月12日

丸八証券株式会社

取締役会　御中

新日本有限責任監査法人

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 岩部　俊夫　　印

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 小林　幸宏　　印

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 森重　俊寛　　印

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている丸八証券株式会社

の平成21年４月１日から平成22年３月31日までの第68期事業年度の第３四半期会計期間（平成21年10月１日から平成21年

12月31日まで）及び第３四半期累計期間（平成21年４月１日から平成21年12月31日まで）に係る四半期財務諸表、すなわ

ち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び四半期キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四

半期財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期財務諸表に対する結論を表明するこ

とにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続

その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実

施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる

四半期財務諸表の作成基準に準拠して、丸八証券株式会社の平成21年12月31日現在の財政状態、同日をもって終了する第３

四半期会計期間及び第３四半期累計期間の経営成績並びに第３四半期累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示

していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上

（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期　　

　報告書提出会社）が別途保管しております。

２．四半期財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。

 

EDINET提出書類

丸八証券株式会社(E03792)

四半期報告書

33/34



 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成23年２月10日

丸八証券株式会社

取締役会　御中

新日本有限責任監査法人

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 岩部　俊夫　　印

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 小林　幸宏　　印

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 森重　俊寛　　印

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている丸八証券株式会社

の平成22年４月１日から平成23年３月31日までの第69期事業年度の第３四半期会計期間（平成22年10月１日から平成22年

12月31日まで）及び第３四半期累計期間（平成22年４月１日から平成22年12月31日まで）に係る四半期財務諸表、すなわ

ち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び四半期キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四

半期財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期財務諸表に対する結論を表明するこ

とにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続

その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実

施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる

四半期財務諸表の作成基準に準拠して、丸八証券株式会社の平成22年12月31日現在の財政状態、同日をもって終了する第３

四半期会計期間及び第３四半期累計期間の経営成績並びに第３四半期累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示

していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上

（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期　　

　報告書提出会社）が別途保管しております。

２．四半期財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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